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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水車（１５）及び前記水車に連結される発電装置（８０）を含む発電部と、
　前面及び後面から前記水車に向かって漸次に縮小される断面積を有する潮流流出入路（
３０）を具備する本体部と、
　前記水車（１５）の上部に形成されるカバー体（１７）とを含む潮流発電用浮遊体であ
って、
　前記カバー体（１７）は、Ｖ字状の上部傾斜面（１３、１３’）と前記水車（１５）が
近接することになる隣接ライン（１８、１８’）で、前記水車（１５）の上部に沿って所
定間隔をおいて円筒形で覆う形態で形成され、
　前記本体部は、平衡水が貯蔵される空間部（４０）と、平衡水を流入及び排出するため
の平衡水流出入口と、を含み、潮流の流速に対応して前記平衡水流出入口を通じて前記空
間部（４０）に平衡水を供給したり貯蔵された平衡水を排出したりすることによって前記
潮流発電用浮遊体の吃水を調節することを特徴とする潮流発電用浮遊体。
【請求項２】
　前記空間部（４０）は、
　平衡水の流入及び排出が独立的に行われることができる複数の密閉区域が区画されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の潮流発電用浮遊体。
【請求項３】
　前記本体部は、
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　内部に空間部（４０）を形成し、前記空間部にはバラストタンクが収容されることを特
徴とする請求項１に記載の潮流発電用浮遊体。
【請求項４】
　前記本体部は、
　底面（６２）が前記水車（１５）の最低位置よりも所定の長さ（Ｌ）だけ下部に位置す
るように構成されることを特徴とする請求項１に記載の潮流発電用浮遊体。
【請求項５】
　水車（１５）及び前記水車に連結される発電装置（８０）を含む発電部と、前面及び後
面から前記水車に向かうように形成される潮流流出入路（３０）を具備する本体部と、
　前記本体部の内部に形成される空間部（４０）と、
　前記水車（１５）の上部に形成されるカバー体（１７）を含み、
　前記カバー体（１７）は、Ｖ字状の上部傾斜面（１３、１３’）と前記水車（１５）が
近接することになる隣接ライン（１８、１８’）で、前記水車（１５）の上部に沿って所
定間隔をおいて円筒形で覆う形態で形成し、前記本体部は平衡水が貯蔵される空間部（４
０）と、平衡水を流入及び排出するための平衡水流出入口と、を含むことを特徴とする潮
流発電用浮遊体（１００）を、前記潮流流出入路（３０）の長さ方向が潮流の方向と一致
するように複数台並列に配置し、
　潮流の流速に対応して前記潮流発電用浮遊体の吃水を調節することを特徴とする潮流発
電用浮遊体を利用した発電方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は潮流を利用して発電をする潮流発電用浮游体に関するもので、さらに詳細には
潮流の強い海峡や水路のような所で潮流を効率的に利用できる潮流発電用浮游体とこれら
の浮游体を複数台利用して発電する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　産業の発展により化石燃料を使用した発電量が増大し、これに伴い、地球温暖化のよう
な環境問題が発生している。また、化石燃料はその埋蔵量が限定されているため、これを
代替する新しいエネルギー源の開発が必要となりつつある。これを解決する方法として、
水力、原子力、太陽熱、潮力などを利用した多様な発電方法が提示され、また、商用化が
なされてきた。
【０００３】
　我が国は潮汐の干満差が大きい海岸を保有しており、潮力発電に有利な地形学的長所が
ある。特に多島海からなる西海岸と南海岸は島と陸地、または島と島の間に速い潮流が形
成される海峡または水路が散在するため、これを利用した潮流発電の可能性が非常に大き
い。
【０００４】
　一例として、韓国国内で潮流が最も速いと知られているウルトルモクの場合、上げ潮と
引き潮時の潮流の最高速度は一般の海の３倍以上である５～６ｍ／ｓｅｃに達するため、
潮流発電に最適な条件を備えていると評価される。
【０００５】
　代表的な潮流発電方式は、内部に発電装置を具備したタワー型構造物を海に設置する方
式、軸流式ブレードを内装した構造物を海底または海中に設置する方式、発電用水車が設
置された船舶のような浮游体を利用する方式に区分される。
【０００６】
　潮流発電装置が内装されるタワー型構造物に対する内容は韓国登録特許第１０－０７６
２３７５号に開示されている。
【０００７】
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　このようなタワー型構造物は、海底の地盤に堅固に固定するために海底基礎工事を遂行
しなければならないが、潮流の強い海峡ではその工事の難易度が非常に高く、多くの費用
を要する短所がある。また、常に強い潮流が流れる水中に固定されているため、設置した
後に材料の分離が発生する不良が発生しやすく、メンテナンス作業が非常に難しいという
問題がある。
【０００８】
　プロペラ式ブレード発電装置を内装した構造物を海底または海中に設置する方式は韓国
登録特許第１０－１２２２１８７号、韓国公開特許第１０－２０１２－００７５２５１号
などに開示されている。
【０００９】
　このような装置も発電装置自体が設置される構造物が海底の地盤に固定されなければな
らないという点で上記タワー型構造物に設置される潮流発電装置と同じ問題点を有する。
【００１０】
　発電用水車が設置された船舶のような浮游体を利用する方式は日本公開特許特開平７－
３０１１７１号、韓国登録特許第１０－１０３９０８０号などに開示されており、浮游体
の下部または側面に沿って流れる水を利用するための水車が設置される構成が一般的であ
る。
【００１１】
　上記従来技術を説明すると、日本公開特許特開平７－３０１１７１号に開示された技術
は、所定間隔を有する一対の船状空洞体の間に水車を設置してダムの防水路のような狭い
空間で使用するものであって、水の表層でのみ使用可能な構造であるため、海峡のように
比較的水深の深いところでは適用が難しく、一対の船状空洞体は単に連結用支柱棒で連結
されているため、海のような厳しい環境では容易に破損する恐れがある。
【００１２】
　上記韓国登録特許第１０－１０３９０８０号に開示された技術は、発電装置を備えた船
舶を潮力発電用堤防を設置する場所に移動させた後、船舶に海水を満たして船舶を水路に
下降させて底に固定することによって、船舶が堤防を兼ねるようにする発電設備を構築で
きる長所がある。しかし、この技術は船舶が堤防を兼ねるものであるため、一度位置が固
定されて発電中の時は船舶の移動が制限される短所があり、常に水と接触することになる
船舶の底部には発電用水車の設置が困難であるという問題点がある。
【００１３】
　さらに、前述した従来技術はもちろん、通常の従来潮流発電装置は潮流の流速が充分な
時は発電が円滑になされるが、停潮時のように流速が遅くなる時間帯には発電効率が急激
に落ちるという問題が発生する。このように従来潮流発電は発電量が一定に維持されず、
潮流エネルギーの活用効率が低いという問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－０７６２３７５号
【特許文献２】韓国登録特許第１０－１２２２１８７号
【特許文献３】韓国公開特許第１０－２０１２－００７５２５１号
【特許文献４】日本公開特許特開平７－３０１１７１号
【特許文献５】韓国登録特許第１０－１０３９０８０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は前述した問題点を解決するために、バージ船形態の浮遊体下部に水車型発電装
置を設置して上げ潮と引き潮にかかわらず常に発電が可能であり、停潮に近くなり潮流の
流速が遅くなる時にも発電が円滑に行われる潮流発電用浮游体及びこれを利用した発電方
法を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前述した課題を解決するために、本発明に係る潮流発電用浮游体は、水車と上記水車に
連結される発電装置とを含む発電部と、前面と後面から上記水車に向かって漸次に縮小さ
れる断面積を有する潮流流出入路とを具備する本体部を含む。
【００１７】
　そして上記本体部は、平衡水が貯蔵される空間部と、平衡水を流入及び排出するための
平衡水流出入口とを含み、このとき、上記空間部は、平衡水の流入及び排出が独立的に行
われることができる複数の密閉区域が区画されるように構成されることができる。
【００１８】
　一方、上記本体部は、内部に空間部を形成し、上記空間部にバラストタンクが収容され
る形式で構成してもよい。そして本体部は、その底面が水車の最低位置よりも所定の長さ
Ｌだけ下部に位置するように構成されることが好ましい。
【００１９】
　本発明の潮流発電用浮游体は、幅の狭い海峡のような地形で潮流流出入路の長さ方向が
潮流の方向と一致するように複数台並列に配置し、潮流の流速により潮流発電用浮游体の
吃水を調節する方式で潮流流速の変化に対応して発電する方法を使用することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明で提案する潮流発電用浮游体は、複数台を並列に配置し、潮流速度が遅くなる時
間帯には吃水を調節する方式で発電に必要な潮流速度を能動的に生成させるので、発電効
率を最大化することができるという長所がある。
【００２１】
　また、本発明は潮流流入口から水車が位置した部分に行くほど断面積が縮小されるトン
ネル形態で形成するので、流入した潮流の流速が強化された状態で水車翼に作用させるこ
とができるという長所がある。
【００２２】
　一方、本発明の本体部は全体が一つの一体型構造物からなるので、装置全体の剛性を高
く製作することが容易であり、従って、流速が非常に速い海峡のような厳しい環境でも容
易に破損されないという長所がある。また、潮流を受ける本体部の前面や後面は略垂直平
面をなすため、設置される潮流流入路を多行多列に形成することが非常に容易となり、発
電容量による設計可変性が優秀であるという長所がある。
【００２３】
　また、本発明は水に浮く浮遊体の形式で製作されるので、海底地盤に強力な基礎を製作
して固定する必要がなく、必要に応じて、場所を移動してアンカーのような従来の単純な
停泊装置でも容易に固定することができるという長所がある。もちろん停泊用構造物を別
途設置してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る潮流発電用浮游体の主要構成部を表示した斜視図。
【図２】本発明に係る潮流発電用浮游体の底面から見た装置概要図。
【図３】本発明に係る潮流発電用浮游体の正面図。
【図４】本発明に係る潮流発電用浮游体を側面から見た主要構成部の概要図。
【図５】強い潮流時の本発明に係る潮流発電用浮游体の設置状態図。
【図６】弱い潮流時の本発明に係る潮流発電用浮游体の設置状態図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本明細書及び特許請求の範囲に用いられた用語や単語は通常的または辞書的な意味に限
定して解釈されてはならず、発明者は自分の発明を最も最善の方法で説明するために用語
の概念を適切に定義することができるという原則に則って、本発明の技術的思想に符合す
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る意味と概念に解釈されるべきである。
【００２６】
　以下、図１～図４を参照して本発明に係る潮流発電用浮游体について具体的に説明する
。
【００２７】
　図１は本発明に係る潮流発電用浮遊体１００の主要構成部に対する一実施例を斜視図で
示している。
【００２８】
　本発明の潮流発電用浮遊体１００は本体部と発電部に大別される。図１～図４を参照し
て本体部の構成を説明する。
【００２９】
　本体部は上面４１と上記上面の左右側で下方に延長形成される右側面６１及び左側面６
１’によって詰まっている長方形の筐体形態を有し、前面と後面は開放された形態を有す
る。
【００３０】
　下面は、図１及び図４に図示されたように前面と後面の上部から筐体状の中央部に向か
って下に突出するＶ字状の上部傾斜面１３、１３’と図１及び図２に図示されたように前
面と後面の右側部から筐体状の中央部に向かって内側に突出するＶ字状の右傾斜面１１、
１１’、前面と後面の中間部から筐体状の中央部に向かって内側に突出する一対のＶ字状
の中間傾斜面１２、１２’、２２、２２’、そして前面と後面の左側部から筐体状の中央
部に向かって内側に突出するＶ字状の左傾斜面２１、２１’が具備される。
【００３１】
　従って、図２に図示されたように、Ｖ字状右傾斜面１１、１１’と右側面６１、そして
Ｖ字状左傾斜面２１、２１’と左側面６１’は三角形上をなすことになり、一対のＶ字状
の中間傾斜面１２、１２’、２２、２２’は菱形形状をなすことになるが、この形状のと
おり、底の部分を塞ぐ底面６２を形成する。もちろん底面６２は上記上面４１と同じ形態
、即ち長方形で底全体を一度に塞ぐ方法で形成してもよい。
【００３２】
　つまり、このような構成によって、本体部は上面４１、右側面６１及び左側面６１’及
び下面によって閉鎖され、内部には空間部４０が形成され、開放された前面または後面は
潮流の方向によってそれぞれ筐体の内側に潮流を流入させることができる潮流流入口１０
、２０となる。
【００３３】
　上記した通り、図１及び図３に図示された本発明の前面（または後面）の形態は、前面
の全体が二つの潮流流入口１０、２０に形成されるようにしたものである。しかし、この
ような潮流流入口は前面（または後面）の一部にだけ形成し、残りの面積は壁面となるよ
うに塞いで形成してもよく、潮流流入口を一つまたは複数に分割形成するなどの多様な変
形実施が可能である。
【００３４】
　このように本発明は、本体部は潮流が最初に流入する面積ができるだけ拡張されるよう
に潮流流入口１０、２０が大きく開放され、内部の中央部に行くほど漸次に断面積が縮小
される前広後狭形態の潮流流出入路３０が前後方に互いに通じるように構成する長方形の
筐体構造を有するのが主要特徴である。
【００３５】
　一方、上記した本体部の構成によって形成された空間部４０は外壁で囲まれた一つの閉
鎖空間に形成される。従って、この空間部４０は必要に応じて外部と防水遮蔽されるよう
にしてバラストタンクに活用することができる。この場合、本体部の適切な部位に、空間
部４０に平衡水を供給したり貯蔵された平衡水を排出するための平衡水流出入口（図示し
ない）を形成する。
【００３６】
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　上記空間部４０は隔壁を設置して複数の密閉区域を形成することによって、上記密閉区
域がそれぞれ別途のバラストタンク機能を遂行するように構成することもできる。
【００３７】
　例えば図１に図示された通り、Ｖ字状右傾斜面１１、１１’の間に上面４１の枠の部分
に延長される隔壁１４を設置すれば、Ｖ字状右傾斜面１１、１１’、隔壁１４そして右側
面６１と底面６２で囲まれた密閉区域で区画される右側空間部６０を形成することができ
る。Ｖ字状左傾斜面２１、２１’がある部分も同様の方式で隔壁を設置して図２に図示さ
れた左側空間部６０’を形成することができ、このとき、残りの空間部は自然に中間空間
部５０となるであろう。
【００３８】
　このような方式で一つの空間部４０を複数の小さい空間部に分割形成することができ、
それぞれの小さい空間部はそれぞれ別途のバラストタンクとして活用することができる。
従って、必要な場合、各空間部に流入させる平衡水の量を調節することによって本発明の
潮流発電浮遊体全体のバランスを調整する効果を得ることができる。
【００３９】
　一方、本体内部に形成される空間部自体をバラストタンクに使用せず、別途のバラスト
タンクを上記空間部内部に収容して使用することも可能である。このとき、バラストタン
クは複数個に分離設置してもよく、バラストタンクの形を空間部の形状に合わせて製作す
ることも好ましい。このように分離された複数個のバラストタンクと空間部の形状に合わ
せたバラストタンクを使用する場合、バラストタンクに供給する平衡水の量を調節して潮
流発電浮遊体全体のバランスを調整する効果を容易に得ることができる。
【００４０】
　図２及び図３を参照して発電部を説明する。
【００４１】
　発電部は水車１５、発電装置８０及びこれを連結する回転軸７０から構成される。水車
１５は回転軸７０を中心に放射状に伸びた複数の翼を具備する。本発明の水車は、作用す
る潮流の方向は上げ潮と引き潮時に反対となり、これに伴い、回転方向も変わるため、翼
は前面と後面が同一形状に形成されることが好ましい。
【００４２】
　発電装置は水車の回転軸を駆動軸として作動し、通常は水車の回転数を増幅させて発電
機に伝達する増速部（図示しない）と発電機（図示しない）で構成される。このような発
電装置は公知の技術であるため詳細な説明は省略する。
【００４３】
　図１～図４を参照して本体部と発電部の結合関係を説明する。
【００４４】
　図面に図示された実施例のように、本発明の本体部はＶ字状の上部傾斜面１３、１３’
とＶ字状の右傾斜面１１、１１’、一対のＶ字状の中間傾斜面１２、１２’、２２、２２
’、そしてＶ字状の左傾斜面２１、２１’を具備するため、前面と後面から本体の中央部
に行くほど漸次に縮小される断面積を有する一対の潮流流出入路３０が形成され、この通
路に沿って潮流の流入と流出が起きる。
【００４５】
　周知のように、上げ潮と引き潮のときに潮流の方向は反対に変わる。従って本発明は、
本体部は潮流により海水が前面に流入することもでき、後面に流入することもできるよう
に設置されるが、いずれの場合であれ、同じ流体のエネルギーが水車に伝達されることが
好ましい。従って、図２と図４に図示されたように、発電部の水車１５は本体部の長さ方
向の中間、言い換えれば潮流流出入路３０の中間に設置することが好ましい。
【００４６】
　図１～図４で水車１５の回転軸７０は隔壁１４に結合されるものと図示されているが、
これは例示的なものに過ぎず、別途の軸支持台を底面から立てて設置する方法などを使用
した方がむしろ一般的である。



(7) JP 6754752 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

【００４７】
　水車１５の上部には、図３及び図４に図示されたように、カバー体１７が形成される。
カバー体１７は図１に図示された上部傾斜面１３、１３’と水車１５が近接することにな
る隣接ライン１８、１８’で、図４に図示されたように水車１５の上部に沿って所定間隔
をおいて円筒形で覆う形態で形成する。このカバー体１７によって空間部４０は潮流と遮
断される。
【００４８】
　一方、図４に図示されたように、本体部の底面６２は水車１５の翼１６先の部分が最低
点に到達する位置よりも所定の長さＬだけ下部にあるように形成する。これは水位低下な
どの理由で本発明の潮流発電用浮游体が海底につくような場合、水車１５の翼１６が底と
接触して破損する事故を防止するためである。
【００４９】
　一方、図２で発電装置は、一対のＶ字状の中間傾斜面１２、１２’、２２、２２’の間
に形成される中間空間部５０に設置されるものと図示されているが、発電装置の位置はこ
れに限定されず、設計者が必要に応じて適切な位置に変更することができる。
【００５０】
　図１～図４を参照して、本発明の実施例に係る潮流発電用浮游体の作用を説明する。
【００５１】
　本発明の潮流発電用浮遊体１００は潮流流出入路３０の長さ方向が、潮流が流れる方向
と一致するように、海に浮かした後、錨綱または固定ケーブルのような固定手段を利用し
て正位置に固定する。このとき、本体部の内部に形成される空間部やバラストタンクに平
衡水を適切に供給して潮流発電用浮遊体１００の吃水とバランスを調節する。
【００５２】
　以後、上げ潮または引き潮が発生すると、潮流発電用浮遊体１００の前方または後方で
潮流が本体部の潮流流入口１０、２０を通じて流入する。
【００５３】
　潮流流入口１０、２０に流入した潮流は、入口と出口が広く、水車１５が設置された中
央部に行くほど漸次に縮小される断面積を有する潮流流出入路３０に沿って流動する。こ
の通路を通過する潮流はベルヌーイの定理により断面積が最小になる水車１５付近で流速
が大きく増加し、これによって水車翼１６の回転速度も速くなるので、発電効率が向上さ
れることができる。このとき、本体部の底面６２が潮流流出入路３０の下の部分まで延長
形成されて潮流流出入路３０を四面が詰まった通路となるようにすれば、上記ベルヌーイ
の定理による効果をより確実に得ることができる。
【００５４】
　上記水車が回転する時、回転軸７０に連結された発電装置８０を駆動する過程は公知の
ものであるため詳細な説明を省略する。
【００５５】
　次は、図５及び図６を参照して、潮流発電用浮遊体１００を複数台利用して発電する方
法について説明する。
【００５６】
　図５は複数台の潮流発電用浮遊体１００が狭い海峡の幅をすべて埋めて横切り、最小の
間隔だけを維持して並列で設置された状態を示している。ここで、ウルトルモクは最小幅
が３００メートル程度、平均的には５００メートル程度の幅を有しており、本発明の潮流
発電用浮游体は数十メートル以上の幅で製作が可能であるので、このような並列配置は十
分に実用化可能である。
【００５７】
　上げ潮と引き潮が進行中であって潮流の速度が十分に強い状態の時は潮流によって十分
な水車回転数を得ることができるため、図５に図示されたように、ただ潮流発電用浮游体
の上面がＡ－Ａ’線に沿って平行となるように固定する。
【００５８】
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　ところで、停潮時点を基準として１～２時間付近では潮流の速度が顕著に遅くなるため
、十分な速度で水車を回転させることができず、満足するほどの発電がなされなくなる。
【００５９】
　このような場合には潮流発電用浮游体に平衡水を供給する方法などを利用して吃水を深
くする。図６に図示されたように、海水面から海底までの深さは潮流発電用浮游体の位置
したところの地形によって異なるため、潮流発電用浮游体の吃水をすべて異ならせて設定
することができる。
【００６０】
　即ち、図６に図示されたように、海底地形を考慮して、潮流発電用浮游体の上面を、最
初に位置したＡ－Ａ’線からそれぞれｈ１、ｈ２、ｈ３だけ下降させて固定させれば、潮
流発電用浮游体は海峡全幅のほとんどを塞ぐことになる。従って、潮流が通過できる断面
積は図５に図示された状態と比べて顕著に縮小され、この部分を通過する潮流は速度が顕
著に速くなる。
【００６１】
　このような方法で、潮流の速度が遅くなる停潮時点付近で潮流の速度を人工的に増加さ
せることができるので、発電可能時間を最大化することができ、発電量を増加させること
ができる。
【００６２】
　説明されていない符号Ｂは海底地盤、Ｃはイカリ綱、Ｗは海水を表示する。
【００６３】
　これまで本発明に係る具体的な実施例について説明したが、本発明の範囲から逸脱しな
い限度内で多様な変形ができることは勿論である。従って、本発明の範囲は前述した実施
例に限定して定められてはならず、後述される特許請求の範囲だけでなく、この特許請求
の範囲と均等物またはその等価的変形物のすべてが本発明の思想の範疇に含まれるべきで
ある。
【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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